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1

株式会社木内建販（法
人番号５４３０００１
０４４１７１）　代表
者寺西武慶

北海道千歳市上長都１０３９－２８ 本社営業所 北海道千歳市上長都１０３９－２８ R8.4.27
輸送施設の使用停止（２３０日
車）及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第５項　他６
件

令和７年９月１６日、公安委員会からの通知等を
端緒として監査を実施。７件の違反が認められ
た。（１）事業計画変更認可義務違反［乗務員の
休憩・睡眠施設の位置及び収容能力］（貨物自動
車運送事業法施行規則第２条第１項第５号）、
（２）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第３条第４項）、（３）酒気帯び乗務（安全規則
第３条第５項）、（４）点呼の記録の改ざん・不
実記載（安全規則第７条第５項）、（５）運転者
台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第
１項）、（６）運転者に対する指導監督の記録の
改ざん・不実記載（安全規則第１０条第１項）、
（７）事故の届出義務違反（貨物自動車運送事業
法第２３条）
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2

株式会社全輛機工（法
人番号７４３０００１
０５７３２０）　代表
者松本京子

北海道登別市大和町１丁目２番地１８ 本社営業所 北海道登別市大和町１丁目２番地１８ R8.4.27
輸送施設の使用停止（１９０日
車）及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第５項　他１
０件

令和７年１０月２８日及び令和８年１月１４日、
公安委員会からの通知等を端緒として監査を実
施。１１件の違反が認められた。（１）酒気帯び
乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第５項）、（２）疾病・疲
労等のおそれのある乗務（安全規則第３条第６
項）、（３）整備管理者に対する権限付与義務違
反（安全規則第３条の５）、（４）定期点検整備
の実施義務違反（安全規則第３条の３）、（５）
整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第３条
の５）、（６）点呼の記録事項義務違反（安全規
則第７条第５項）、（７）乗務等の記録事項義務
違反（安全規則第８条）、（８）運行記録計によ
る記録義務違反（安全規則第９条）、（９）運転
者に対する指導監督の記録保存義務違反（安全規
則第１０条第１項）、（１０）特定運転者に対す
る適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２
項）、（１１）報告義務違反（貨物自動車運送事
業法第６０条第１項）
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3

株式会社登港商運（法
人番号５４３０００１
０６１５２２）　代表
者合田康介

北海道登別市登別港町２丁目１３番地４ 本社営業所 北海道登別市登別港町２丁目１３－４ R8.4.27
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他４
件

令和７年１０月２８日、令和７年１２月１５日及
び令和８年１月１５日、関係機関からの情報を端
緒として監査を実施。５件の違反が認められた。
（１）点呼の記録の改ざん・不実記載（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第
７条第５項）、（２）乗務等の記録事項義務違反
（安全規則第８条）、（３）運行記録計による記
録義務違反（安全規則第９条）、（４）運行指示
書の記載事項義務違反（安全規則第９条の３第１
項から第３項）、（５）運転者に対する指導監督
の記録事項義務違反（安全規則第１０条第１項）
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貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和8年４月)

４月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧
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貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和8年４月)

４月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

4

株式会社タイコウ通商
（法人番号１４６００
０１００５１９９）
代表者中村裕二

北海道釧路市仲浜町３番９号 本社営業所 北海道釧路市仲浜町３番９号 R8.4.27
輸送施設の使用停止（２０３日
車）及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条の３　他１０
件

令和７年１０月２２日、その他事故、法令違反、
事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。１
１件の違反が認められた。（１）各営業所に配置
する事業用自動車の種別ごとの数違反（貨物自動
車運送事業法施行規則第６条第１項）、（２）乗
務時間等の基準なお書きの遵守義務違反（一運行
の勤務時間）（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）疾
病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第３条
第６項）、（４）点検整備記録簿等の記録の改ざ
ん・不実記載（安全規則第３条の３）、（５）点
呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項から第
３項）、（６）点呼の記録事項義務違反（安全規
則第７条第５項）、（７）点呼の記録の改ざん・
不実記載（安全規則第７条第５項）、（８）運行
記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、
（９）運転者に対する指導監督義務違反（安全規
則第１０条第１項）、（１０）運転者に対する指
導監督の記録事項義務違反（安全規則第１０条第
１項）、（１１）特定運転者に対する特別な指導
義務違反（安全規則第１０条第２項）
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5

網走リース株式会社
（法人番号２４６０３
０１００３０５０）
代表者河本和秀

北海道網走市字潮見１７１－５ 本社営業所 北海道網走市字潮見１７１－５ R8.4.27
輸送施設の使用停止（７０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業法第１
５条第３項　他６件

令和７年１１月２６日、その他事故、法令違反、
事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。７
件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物
自動車運送事業法（以下「法」）第１５条第３
項）、（２）過積載運送を前提とした運行計画作
成違反（法第１５条第３項）、（３）過積載運送
の指示（法第１５条第３項）、（４）過積載運送
防止の指導監督義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第４条）、
（５）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１
項から第３項）、（６）点呼の記録事項義務違反
（安全規則第７条第５項）、（７）運転者に対す
る指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）

7 7

以下余白


